
救命講習の中止について  

  

各種救命講習を令和 3 年 7 月１2 日（月）より再開していましたが、福岡

県に緊急事態宣言が発出されましたので、救命講習を中止します。  

期間 令和 3 年８月２０日（金）～令和 3 年９月１2 日（日）まで  

～令和 3 年９月３０ 日（木）まで 

  

緊急事態宣言が解除されましたら救命講習を再開しますので、詳しくはホームペー

ジでご確認下さい。  

ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。  

ご不明な点は警防課救急消防係までお問い合わせ下さい。  

問い合わせ先 ０９４９（３２）１１３２  

  

  


